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平 成j2 2 年 ４ 月8 卜日 付 け で 提 起 さ れ た 生 活 保 護 法, （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 丿 以 下
．　　　　　　　 ¶　　　　　　 ¶　　ａ¶　　　　　　 ●　　，　　　　　　 ．　　　　　　 －

「 法 」十 と い う ． ） に 関 す る 審 査 請 求 （ 以 下 「 本 件 審 査 請 求 」 と い う ． ） に つ い て √ 次 め と

５ り:裁 決 す る ． ‥‥‥‥　 ‥ ‥ ‥　 ‥‥‥ ‥ ‥ ‥‥　 ‥‥ ‥ ‥
‥ ‥ ‥　

‥
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１
’　　　

．　　Ｉ　 ’
‾‾　’　　　　　　･ ’ ･．　　

／　 ＼　，-　　’　･ ．　　 ，･

十 … ……　 卜　　　　　　　 … ……　 主 …… … … 文　　
犬　　　 ＼　　 一　　　 ． づ

処分庁の審査請求人に対する保護廃止処分を取り消す。Ｊ

理 フ由／

1二 審査請求の趣旨及び理由　　　　　　　　　 ‥ ‥ ‥‥･､･.･･　　　　.･･･.・･････
1△ 審査請求め趣旨‥‥‥ ‥　 ‥‥　、　　 ‥ ＼　▽　レ　　ト

づ　 本件審査請求(夕)鐔旨は1、､処分庁が審査請求人工(以下｢ 請求人｣-という．)卜に対レ

けでした保護廃止処分｡「以下忖本件処分」という。）犬につ
上 い て 、.そ の 取 消 し を求 め る とい う も ので あ る、　　　　　　　　　　　　 ノ

2二 審 査 請 求 の 理ﾉ由 一　　ヶ　　　　 六 卜･．　　　 ．．　･．････．　　　　　･．･．．･　　　･卜　 ∇

本 件 審査 請 求 の 理 由 は √ 次 のと お り で あ り、 請求 人 はレ ご の 点か ら本 件処 分 は 巖

法 又 は 不当で あ る と 主 張し て い る も のと 解ﾉさ れる ．　　　　　　 卜

一　 請 求 人は､∧求 職 活 動 を し な が ら有 価 証 券 の解 約 金 で 生 活 し てき た が 、そ れ も無 ぐ

≒　 な り 、 収入 ・貯 え 無 く 、 扶 養 義務 者 か ら の援 助 も得 ら れず 今 後 め 生活 維 持 困難 に よ

ノ り 保 護 申請 を行 い 保 護 開 始 とな った ご　　　　　　 ／　　　　　　　　 ∧

二　 処 分 庁 は、 請 求 人 に 対 し 就 労 に 向け て の 指 導 を行 っ た が 、 真 剣 に職 に 就 こ うと い

う 努 力 が 感じ られ な い こ と か ら 文書 指導 を 行 い 、 また 弁明 の機会 も与 え た が､十期 日

までにその改善が見込めなかったごとによ けで廃止処分を



二 ‘

第2

亅

.こ･ £- こ･

行 っ た ．　　　 し　 ∧　　　 し　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　 卜

し 請 求 人 は 、 ハ ロ ー ワ ー ク 等 に よ る 就 職 活 動 を 真 剣 に や づ て き た に も か か わ ら ず 、

廃 止 処 分 に な.つ だ こ と に 不 満 を 感 じ て い る ． ／ 尚　 ダ　　　　　　 ト　　　　 、
■　　　　　　　　　■　　　　　・　　　　　　　　　　．－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

以 上 の こ と か ら √ 本 件 処 分 は 不 当 で あ る の で､ ∧そ の 取 り 消 し を 求 め る と い う も の

で あ る ６･･･．･･．･．･･　　　 ．．･　　　　　　　　　　･･　　　　　　　　　 ．．．・ ．

当 庁 め 認 定 事 実 及 び 判 断　　 ‥

認 定 事 実 ＼

XI.　　　㎜㎜　■調 査 し た ど こ ろ､ 三 次 の 事 実 が 認 め
‥ら れ た｡

” ”

（１）　請求人は、求職活動をしながら有価証券の解約金で生活してきたが、それも

才　 無くなり、＼収入・貯え無く、扶養義務者からの援助も得ら｡れず今後の生活維持

・困難により保護申請を行うたこ､と。　十 ‥　　 二　　 ∧

（２）　処分庁は、法第２９条に基づく調査 、戸籍調査・扶養義務者調査等から、最
＼ 低生活維持困難と認め、･ Ｉ　　　　　　　　

。　-･　　　　　　　　　　　　 ・
付 け で 、 援 助 方 針 を 早 期 自 活 に

向 け 就 労 活 動 に 専 念 さ せ る と 決 め た 上 で 保 護 開 始 し
，

請 求 人 に 対 し 積 極 的 に 求

職 活 動 を 行 う よ う 指 導 を し て き た が √ 請 求 人 が 軽 就 労 を し な が ら 保 護 を 受 給 し

て い き た い と 主 張 し ， そ の こ と に つ い て 指 導 す る も 考 え を 改 め る こ と も な か
っ

■　　　　　　　　 －　　・　　　　　I ●　　　　　･･'I ¶･　　･--●･･.･=　　･， ゛･.･ .･'-　　..　　･ ･I'･'　　･I-.　"　l...I 'I　.　･'I ..･
‘ ･' .･ .･ ●.･.―I ●　･･P.●●-.".-●　･'‘.‘'･ ●‾二'j.･･l ..,･ '. ●　,.だ と と が ら 卜 樂 成T2:1 年]1:2 二月/2= 二自丿日 冊 け 重 平 成 蚩 ざ 年=･2 片 末 ま で に 就 労 開 始j

』 ●･ ●- ●-･¶...●･J “.l･･.I･ ●･.=･.. 虚_“.,●.x._ ゜r...x.. ●- ｀･- -= ｀ ●,.,.s ●-.,l ●Iﾐｰ- 』l･･･'i ●･-Φ' ｀●` ･.'･･ 一一･¶.'･･ .゙ I ･`■･･III･.･･I･,.IIII･i ●　- 一一"･●11.す ‾る こ と と し た 文 書 指 導 を 行 づ た ど と √

（ β）………二;､:a青求 人 は､j･ ハエ!こ ワプ クヘ の 求 職 活 動 こを 行 って き た が √ 平成 万2二2年2 ≒丹 末 ま ﾊ…゙ ……………ﾊﾟﾐ====

で に 就 労 に 付 くに と が で き ず 、 就 労 開 始 を 平 成 ２ ２年 ３ 月 末 ま で 期 限 を 延 長 し

、　 て 欲 し い と 申 し 出 た こ と ． 卜　　 卜　 ‥　　　　　 ニ　　　　　　　　　　　　　 レ

（４ ）　 処 分 庁 は 、 平 成 ２ ３ 年･2 月万24 日 付 け で 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 ま で に 就 労 開 始/　　 二

す る 旨 を 記 述 し た 弁 明 供 与 通 知 書 を 手 渡 し た こﾚと ．… …

（ ５ ）二 請 求 人 は 、 上 記 （ ４ ） の 通 知 書 に 対 し 、 平 成 ２ ２年 ３月 ５ 日 付 け で 弁 明 書 を

二 提 出 し て い る こ と ．　 ○･.･.･･.･　　 ・.･.･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. ・

（6 ）･ 処 分 庁 はレ 請 求 人 が 平 成2j 牟 ３ 月 末 ま で に 就 労 で 貪 な か っ だ 旨 の 報 告 を 受　
っ

け、文書指導期限である

を行ったこと。　　 ’
付けで生活保護廃止と判断し処分

2｡ 判 一断。　　　　　　　　　　　　 コ　･ 、

け)卜 法第４条第１項によれば、･生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る

資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する

二　　ことを要件として行われると規定している。これは、いわゆる保護の補足性の原

理でありj、前述のあらゆる能力を活用しても、なおかつ最低生活が営めない場合



i‘　 ‥ ‥‥　は じ め て 保 護 が 行 わ れ る ご と: を 定 め た も め で あ る ．．･･ ．． ．･　･．･　････ ．　　　
．･･　･･　　

．･　 ・
・

△ … … … ま た
、 法 第6=O 條 で は 、 被 保 護 者 は 、匸 常 に 、万 能 力 に 応 じ て 勤 労 に 励 み 、 支 出 め

… …
… …… 節 約 を 図 りﾉ､ 犬

そ の 他 生 活 維 持
、 向 上 に 努 め な く て は な ら な い と さ れ て い る と と も　

し
¶　　　　　　　　 ■　　　　　 ・　　･「　　　　 －

ノ に √ 法 第2=7 条 第 １ 項 で は; 保 護 の 実 施 機 関 は 、 被 保 護 者 に 対 し て 生 活 の 維 持 √ ノ

●●　　　　　　　　　　　 ●　　　　　 －　　』　　　　　　　　 丶･　　　　　　　 ．　　　　　　　　　 ・
十　　 向 上 そ の 他 保 護 の 目 的 達 成 に 必 要 な 指 導 又 は 指 示 を す る 宍こ と が で き る と さ れ で い　　　 △

厂　 ‥､
‥

る ．．　　　　　 二　　　　　　　 ／　･･．･．･･･．　　　　 ・ ．　　　　　　　　･･

こ　　　 さ ら に 、 法 第 ‘62 条 第 １ 項 で は 、卜 被 保 護 者 は ． 保 護 め 実 施 機 関 が1 法 第 ２ ７ 条 …
…

∧ ＜ … … の 規 定 に よ り 被 保 護 者 に 対 し ．. 必 要 な 指 導 又 は 指 示 を し た と き は 、 こ れ に 従 わ な 二

・　　　　　　　　　　　 ■　　　　 ■　　　　　　　　　　　　 ・　　-a　　　　　　･ ¬　　　　I ふ　　　　 ■　　・　　　　　　Ｉ二 ・　 け れ ば な ら な い と さ れ 、 同 条 第 ３ 項 に お い て は 、 保 護 の 実 施 機 関T は 、=.被 保 護 者 が　　
し

… …… …
… こ の 義 務 に 違 反 し た と き は

、 保 護 の 変 更 √ 停 止 又 は 廃 止 す る こ と が で き･ る と さ れ　　　 卜

大　 ／　 、て い る √　 ・　･･:　＼　 ．、　 づ ：　　
．　･･･　．・　　　･･ ．･

．　・　
・　･･　 ．・　　 ．・　･･　　 ・　･

．･　．　・　　･･　　　･･　　　　　･ ．･

… … …… ま た
√ 生 活 保 護 法 施 行 規 則 ﾌ（゙ 昭 和 ２ ５ 年 厚 生 省 令 第 一2 ユ 号 ） 第 １ ９ 条 に よ れ ば 、 レ　 ＼

‥ ‥
‥　

法 第6: 2 条 第ﾉ3 項 に 規 定 す る 保 纎 の 実 魎 穢 関 め 権 限 は 、 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 ＝

●　　　　　　¶　　　　　　　　　　ﾐ ’ ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　 ■二　　　 に よ り 保 護 の 実 施 機 関 が 書 面 に よ っ て 行 う た 指 導 又 μ 指 示 に 、 被 保 護 者 が 従 わ な
∇

:ﾉ‾ﾀﾞ:　　ｶ･ ふウ た 場 合 で な け れ ば 行 使 し て ば な ら な い と ざ れ て い る √　　 ノ　　 ＼
ａ　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　 ●．　 ・ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　 ．　　 丶’ １．’　　　　　 Ｉ　　　 Ｉ(2) 一
犬 「 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 の 敕 扱 い に つ い て 」

ヶ （ 昭 和 ３ ８ 年 ４, 月:1 √白　　 ＼

／付 け 社 保 第3- ４ 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 ． 以 下 「 課 長 通 知 ［ と い う ．寸 に よ

゛､l　　　　　　a　･a-　-　 ¶　　¶|･･ . . ･･　・　･al, ■.　・　.　 ・　　-･ ･ ¶　　 ㎜　－　－　　II　I　--.㎜㎜-　・　　･･-　　　 ●､　　　 ―l……………◇ … …:れl ま 。I:
被 癲 護 着 か 書 齢 と ま で名 法 第ﾉ ざ･?･ ’条 ’め 癇 妲 己 だ･忿 指 導 指 癩 詣 畄 五･ い 塢 合 比

、
……… ……………:

－　　　　　　　　 ■　　　■　．．　 －　・　　．¶　　　　　　　　　　　･　 Ｉ　 ●･　　・　　　　　　・　１万゙”j’‾’:｀‾ 処 分 庁 は √ 必 要 と` 認 め ぢ れ る ど ぎ ば √ 法 第T6ﾚ お 蹈 力 規 定 匕 よ ’叭T ＼所 定 め 手 続 を 経 ｿ …゙……万……T…………j‘

●･･　.. 』-　　 ―■I　●. ㎜　●､　　　　 一一　　　　　・　　　 ’･･ 』 ’･I ’ －　●　・ ㎜丶　Ｉ　 ●　を･¶¶　　Ｉ　　 ¨･．　　四.　I ㎜.I　　　　　･･¶ふ　. ’■ ’・ .･ II･.･-　・　　　　’　 ●　　　　　　I　･ ●g’●　’I一 一･

ご 二 ……一宍
た う え こ蛎,

こ,
保 護 の 変 更4jj, 停 止 ヌ は 牋 止 を 行 う ぷ ﾃど ど な る が1ﾐ こ,保 護 の 変 更 妬 停 止 又:

つ.二万,1…
……
．万．・ －　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｒ　　　　　　　　　　　　　 ■

十　 は 廃 止 の う ち い ず れ か を 適 用 す る か に つ い て は ， 次 の 基 準 に よ る こ と と さ れ て い
万

る６　卜 尚　　　　　　　　　　　／　　　　　　十　　　１　∧ ’　　　　　／　　　コ

①⊃ 当該指導指示の’内容が比較･的軽微な場合 は、その実情に応じて適当と認めら

＼れる限度で楳護め変更を行うごと､..･.･.　　　　　　　　　　.･　　　 ・.･･･

②　 ①によ るご とが適 当で ない場合は保護を停止することとし、当該被保護者が

∇指導指示に従りたとき、又は事情の変更により指導指示を必要とした事由がな

くな.つたとき は、停止 を解除するごと．ミ　・･ ．・．･･　　．･

なお､: 保護 を停止し た後 において:も引き 続 賁指導指示に従わないでいる場合ﾉ

には、さ らに書面 による指導指示を行うこととし、しこれ吐よ:つてもなお 従わな ゛

い場合は、法第６２条の規定により所定の手続を経たうえ√保護を廃止すると

と。　　ｊ　　　　　十　　 ∧　 ｊ　　　　　　　　　　　　 ‥　　＼

③‥ ②の規定にかかわらず、､次のいずれか に 該当ずる場合は保護を廃止すると

とJ　　　　　　　　　　　．

■　　　　I　　　　・　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　丶　Ｉ（１）こ最近士年以内において当該指導指示違反のほかに、文書による指導指

十 示に対する違反、立入調査拒否若しくは検診命令違反があったとき．



J ｡ や X  , T Φ , －

…… ……(１) 法 第 す ８ 条 匕kl り 費 用 徴 収 の 対 象 と な る べ き 事 齠 とう い て 以 後 改 め る

㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■　　　　　　　　　　㎜… … … … …よ う 指 導 指 示 し た に も か か わ ら ず √ こ れ に 従 わ な か っ た と き ．◇ 卜

………:(3)' 一一保 護 の･停 止 を 行 う とﾚと に よ づ て は 当 該 指 導 指 示 に 従 わ せ る ご と が 著 し

■　＝　　　　　　　　　　　ｌ　、･　　　　　　　　　　Ｉ ¶　　　　．　　　　　　　　　　 Ｉ･¶・　　　　　　　●　　． ¶　　　　　　　・　　　　　　　　　 ・　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●づ　 广 く 困 難 で あ る と 認 め ら れ る/ と き 、‥‥
‥‥ ‥ ‥

‥　 ‥‥
‥
‥ ‥

鳬　●･　　　　　　　ｆ　　
．　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　．　　　Ｉ( ３) ∧ 本 件 処 分 に つ い て 検 討 す る と 、 今 回 の 求 職 活 動 に 関 す る 指 導 指 示 の ほ か に ご 請 ｀

●　　
．．　　　　　　　　　　　■皿■　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　　・コ 求 人 が 最 近 １ 年 以 内 に お い て 文 書 に よ る 指 導 指 示 に 違 反 し た 事 実 は 認 め ら.れ ず ．

… ……処 分 庁 が 法 第7 8 こ条 に よ り､費 用 徴 収 め 対 象 と な る べ き 事 実 に つ い て 以 後 改 め る よ

▽ つう 指 導 指 示 し た 事 実 も 認 め ら れ な い √ さ ら に 充 分 な 求 職 活 動 と 断 じ る ご と は で き

＼ な ＼い が 、 請 求 人 か 求 巓 活 動 迯 行 仙 √ 稼 働 能 力 の 咎 用 を 推 杏 し て い 詒 八こjと が ら/、………

保 護 の 停 止 を 行j う こ と に よ づ て は 当 該 指 導 指 示 に 従 わ せ る ご と が 著 し く 困 難 で あ

る と は 認 め ら れ な い 、、 コ　　　． ◇　 ‥ ‥ ‥‥‥ ‥ ‥　 ‥　 ‥ ‥‥ ‥
‥.

‥
‥

… …… よ っ 七 、 本 件 処 分 は 、y課 長 通 知 に 示 さ れ た 被 保 護 者 が 書 面 に よ ‾る 指 導 指 示 に 従
■　　　　　　　　■　、　　　　　・　　　－　　　　　　　　　　　　　　　ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ¶

▽ わ な い 場 合 の 保 護 廃 止 適 用ﾉ の 基 準 に 反 し て い る宍と 認 め ら れ る ． ∧

…………３ ＝以上の恚おり√請求人の本件審査請求には理由があるので√行政不服審査法（昭和

＼ ３ ７年法律第±60 号）ﾚ第４０条第3/項の規定を適用して、主文めとおり裁決す齔

I-　　M･　 Φ-- ●-7 ･･･ `･-ﾐS li-｢ ■　¶･■　･=　･･･二 万
…
………y……平 成 含 襃 年ﾃｹﾂj ‘XS 月.j.':･1゙ "､1.:1‘.･自 万 Ｊ･･ Ｉ ' ．･ １ ７ ら ゛･".

り"･.'
¨.Ir'･'y.“･･ ゛I･

７' 二1
“‘j' －9 ゛."゛'

ｙ.' 7. ゛…
……i.'･･･I.7.1 ..'S

し: 匸.'
弋 ン･

，
Ｊ ｀ ･ ＿ ” - み 。 ● L ･ ●

曳:7: Ｆ.､.､- ．●.．. ．. ＿
り:t;耻4･-7 石 片 ≒･.こ=j

㎜ ㎜ ・ ，　　 ■ ■
㎜■ ･■■㎜ ■

「 ¬ 　 ’ ・ 　 ・ 　 ’ Ｉ ・・ Ｉ　　 ・ ． ･ ･
｀ 　 ･ = ･ ･ ･ ・ 　 ・ ･ ･ ･ ３ 　 ・ ・ 　 ．

＝ ｓ

－ 　 　 　 　 　 Ｉ　 Ｉ

･隋 i ● . ﾐ ’‾ ・ ’ = . ご ･ ’－ ● ･ X , － . ･ ・ I . I x . I = ● ･ I ･ 丶 , ･ ¶丶 . . . . ･ . ・ - - I ● ･ ~ . ・ . . ｀ ･ I I 冖丶 . . J ･ - ― ■ - . I .  ・ = ･ - ｀ . ･ ● ● . ･ ･ ~ r = , l ・ - ･
● ･ . . ﾐ ●’ .

， 　 　 　 　 　 　

・．● 　 ■ ・ 　
Ｉ

Ｉ
■
㎜　 ・ Ｉ ・  

Ｉ ° - - 　 ● Ｉ  
・  

： ’ ･  Ｉ - ・ 　 ’

乱j……yﾀ…゙
…
二 よ。ゴ ニ ずこよ 三 囂こ ぺ 右記こ迄≒ 二安いj三こﾑﾐ≒,

不0:陬 丿山l県 匆 溽 伴ji::;E仁 三 坂 三 で


